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２０２３年（令和５年）８月８日１３：３０～  

 

前橋市官製談合再発防止対策第三者委員会  

委員長 鈴  木  克  昌  

 

１ 前橋市による当第三者委員会設置以後の活動概要  

 ４月 ３日 第１回第三者委員会会議  

所掌事務（設置条例第２条）  

(1) 官製談合防止法違反事案の実態把握に関すること。  

(2) 本市の契約事務における事業者の適正な選定その他事

務の適正な執行の検証に関すること。  

(3) 本市のコンプライアンスの取組の検証及び再発防止に

向けた取組の検討に関すること。  

 ４月１１日 定例会①  

・戸塚元副市長に関する刑事事件概要の把握  

・前橋市の入札契約事務全般の条例等制度の把握  

・すでに実施された法令遵守の取組の把握  

 ４月１９日 定例会②  

・同刑事事件の傍聴メモをもとにした事案進捗の把握  

・各委員からの質問事項に対する説明等  

 ５月 ８日 定例会③  

・本事案の前に発生した官製談合事件の内容把握  

・本事案の前に実施された官製談合再発防止策の確認  

１ 入札制度の見直し  

(1) 予定価格の事前公表 令和３年５月１７日から導入済  

(2) 契約方法見直 令和４年度から一般競争入札拡大  
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２ 情報管理体制  

  秘密情報の管理徹底（令和４年４月７日通知）  

３ 監視機能の強化  

 ⇒契約ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当配置（令和４年４月１日実施）  

４ 業者に対する制裁⇒令和４年４月１日から実施  

①  指名停止期間の長期化（３倍増の３６か月）  

②  談合等違約金条項変更（請負代金額の２／１０へ） 

５ 来課記録導入（令和３年１２月１日から）  

６ 公用電話の使用～令和４年度から順次導入  

７ 職員向けの研修／意識啓発  

８ 公益通報の周知  

 ５月２９日 定例会④  

・前橋市契約事務のフローの把握  

・前の刑事事案に関する実際の入札関係書類一式の確認  

 ６月１５日 定例会⑤  

・今回の刑事裁判資料が当分入手できない状況の把握  

・並行して実施できる調査事項の検討等  

 ６月２３日 定例会⑥  

・職員向けアンケートの内容検討  

・業界関係向けアンケートの内容検討  

 ７月 ６日 定例会⑦  

・来課記録簿の試行、導入状況の把握  

・職員向けアンケートの内容調整  

 ７月１９日 定例会⑧  

・職員向けアンケートの内容確定と実施  

・刑事裁判の更なる延期があったことの把握  

 ７月３１日 定例会⑨  

・業界関係向けアンケートの内容確定と実施  
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２ 所掌事務に関する現状での課題等  

（１）官製談合防止法違反事案の実態把握に関して  

 刑事裁判のうち、元副市長以外の被告事件は確定している。  

 ～元副市長の刑事事件が確定しない段階での刑事記録の閲覧不能  

 ⇒事実関係の詳細な記録である刑事事件記録の把握が未了  

（２）契約事務における事業者の適正な選定その他事務の適正な執行

の検証に関して  

 前刑事事件後の前橋市の取組が令和４年４月１日から実施済み  

 今回の刑事事件は当該取組がされる前の時点で生起したもの  

 ⇒現状の取組の実情を把握し、さらなる課題解決を目指す  

(3) 本市のコンプライアンスの取組の検証及び再発防止に向けた取組の

検討に関すること。  

 既存の様々な制度が条例、要綱、要領、ガイドラインなどに存在  

 ⇒既存制度の実効性、整理方法の課題解決を目指す  

 

３ 第三者委員会への情報提供の呼びかけ

 

以上  


